
２．手続き方法 （１）経営力向上計画の策定

申請様式の記載方法

 ＜申請者名＞は、氏名を自署
する場合、押印は省略できま
す。押印する場合は、実印と
してください。

 事業承継等を行う場合で、か
つ単独で申請をする場合には、
承継する側の事業者（買い手
企業）が申請者となります。

 共同申請の場合は、代表とな
る１社（者）について記載し、
代表者以外の参加企業につい
ては、余白に住所、名称及び
代表者の氏名を記載し、押印
してください。

 ＜宛名＞は、経営力向上計画の事業分野（業種）
を所管する大臣です。

 ただし、所管大臣が権限を委譲している場合、地
方支分部局の長になります。

 官職名が記載されていれば、氏名は省略しても差
し支えありません。

 業を所管する省庁が複数ある場合は連名としてく
ださい。
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 認定申請書の提出の際
に、（備考）及び（記
載要領）は必要ありま
せん。

 申請様式類は以下のURLからダウンロードできます。
http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kyoka/

（中小企業庁ホームページ → 経営サポート → 経営強化法による支援 → 経営力向上
計画の認定申請等について）

経営力向上計画申請書の入手方法

＜１ 名称等＞
 個人事業主など、資本金を有

しない場合や法人番号（13
桁）が指定されていない場合
は、それぞれ記載不要です。

次ページへ

【様式第１・第２（申請書表紙）】

【別紙（計画書）】

http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kyoka/


＜４ 現状認識＞
 ①欄は、自社の事業等について記

載してください。また、事業分野
別指針において、「6 経営力向上
の内容」について、規模別に取組
内容や取組の数が指定されている
場合、自社がどの規模に該当する
かを明記してください。なお、基
本方針にしたがって策定する場合
は規模別の整理の記載は不要です。

 ②欄は、顧客の数や主力取引先企
業の推移、市場の規模やシェア、
自社の強み・弱み等を記載してくだ
さい。

 ③欄は、企業の規模や能力・改善可
能性に応じて可能な範囲で分析し、
記載してください。上記の分析に
あたっては、財務状況の分析ツー
ル「ローカルベンチマーク」等を
ご活用ください。

（２）申請様式の記載方法

＜３ 実施時期＞
 計画開始の月から起算して、①３年

（36ヶ月）、②４年（48ヶ月）、
５年（60ヶ月）のいずれかの期間
を設定して記載して下さい。

 計画の遡及申請は2ヶ月を限度とし
ます（経営力向上設備等の取得は実
施期間内に行われる必要がありま
す。）。なお、事業承継等に関する
支援措置を利用する場合には、遡及
申請はできません。

＜５ 経営力向上の目標及び経営力向上による経営の向上
の程度を示す指標＞
 事業分野別指針を基に、指標の種類を選び、経営力向上

計画の実施期間に応じた伸び率を記載して下さい。
 基本方針にしたがって策定する場合は、「労働生産性」

を指標として記載してください。
 原則として、「A 現状」は計画開始直前の決算（実績）、

「B 計画終了時の目標」は計画終了直前決算（目標）
を基に計算してください。

 「Ａ 現状」について、決算一期を経ていない場合は合理
的な算出方法で現状値を求めて下さい。

 事業承継等により事業を譲り受けるために新たに会社を
設立するような場合等で、計画提出時に申請者の実績が
なく、選択した指標の計算ができない場合には、承継す
る事業の実績を基に計算してください。

２．手続き方法 ①経営力向上計画の策定

【指標の計算について】

労働生産性＝
（営業利益＋人件費＋減価償却費）
÷
労働投入量 （労働者数又は労働者数
×1人当たり年間就業時間）

 なお、ローカルベンチマークで算出さ
れる労働生産性とは、計算式が異なり
ますのでご留意下さい。

 伸び率の計算式の分母Aは絶対値です。5

注意

注意

＜２ 事業分野と事業分野別指針名＞
 「事業分野」欄は、計画に係る事業の属する事業分野について、日本標準産業分類を確

認のうえ、該当する中分類（2桁）と細分類（4桁）コードと項目名を記載して下さい。
複数の分野にまたがる計画の場合、列記してください。

 「事業分野別指針名」欄は、計画に係る事業の属する事業分野における事業分野別指針
を記載します。事業分野別指針が定められていない場合には空欄としてください。



（２）申請様式の記載方法

２．手続き方法 ①経営力向上計画の策定
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＜６ 経営力向上の内容＞
 （１）現に有する経営資源を利用する

取組
既に保有している経営資源を利用した
取組を行う場合は「有」を選択してく
ださい。

 （２）他の事業者から取得した又は提
供された経営資源を利用する取組
事業承継等により、他者から取得し
た経営資源を利用した取組を行う場
合は「有」を選択してください。
以下の各措置の適用を希望する場合
は、事業承継等を伴う取組について
記載することが必要です。
・登録免許税・不動産取得税の軽減
・許認可の承継の特例
・組合の発起人数に関する特例
・事業譲渡の際の免責的債務引受に

関する特例
・中小企業信用保険法の特例（事業

承継等に必要な資金に関して経営
者の個人保証を不要とする措置）

 （１）、（２）のうち、少なくとも
いずれか一方は、「有」とご記載い
ただく必要があります。

 （３）具体的な実施事項
「事業分野別指針の該当箇所」欄は、
実施事項が事業分野別指針のどの部分
に該当しているか記載してください。
基本方針に基づいて計画を策定する場
合、記載する必要はありません。

 事業承継等の種類は、事業承継等を伴
う取組を行う場合に、本ページ左下に
掲げる種類から記載してください。

 「実施事項」欄は、経営力向上のため
に取り組むことを取組ごとに具体的に
記載してください。新事業活動に該当
する場合は、その理由を具体的に記載
してください。なお、事業承継等を伴
う取組の場合は、事業承継等の具体的
内容、事業承継等の実施と生産性向上
との関係及び事業承継等にあたっての
雇用への配慮について必ず記載してく
ださい。

 「新事業活動への該非」欄は、新事業
活動（新商品の開発又は生産、新役務
の開発又は提供など）となる取組に該
当する場合には○を付けてください。

 発電設備を導入する場合は、発電した
電気を全量自家消費とする予定か、全
量又は一部を他者に販売する予定かを
記載してください。

「事業承継等の種類」
事業承継等を伴う取組を行う場合には、該当する実施事項の欄
に、以下の①～⑩のうち、該当する行為を記載してください。
（事業承継等を伴わない場合には、斜線を引いてください。）
※なお、⑦ 株式交付は会社法の一部を改正する法律（令和元年

法律第70号）の施行の日以降の申請において記載することが
できます。

①吸収合併 ②新設合併 ③吸収分割 ④新設分割

⑤株式交換 ⑥株式移転 ⑦株式交付

⑧事業又は資産の譲受け ⑨株式又は持分の取得

⑩事業協同組合、企業組合又は協業組合の設立



（２）申請様式の記載方法
＜７ 経営力向上を実施するために必要な
資金の額及びその調達方法＞
（１）具体的な資金の額及びその調達方法
 「実施事項」欄には、「６ 経営力向

上の内容」の実施事項ごとの記号（ア
～エ）を記載してください。

 「使途・用途」欄には、必要とする資
金について、具体的な使途・用途を記
載してください。

 「資金調達方法」欄には、自己資金、
融資、補助金、リース等を記載してく
ださい。

※日本政策金融公庫のクロスボーダー
ローンやスタンドバイ・クレジット
制度の利用を希望する場合は、

「使途・用途」欄に「外国関係法人名」、
「資金調達方法」欄に「融資」、と記載
してください。

 なお、同一の使途・用途であっても、
複数の資金調達方法により資金を調達
する場合には、資金調達方法ごとに項
目を分けて記載してください。

２．手続き方法 ①経営力向上計画の策定

＜７ 経営力向上を実施するために必要な資金の額及び
その調達方法＞
 （２）純資産額が零を超えること

「純資産額の合計額」欄には単位も合わせて記載してください。
（添付する証明書等の単位により計算してください。）

 （３）EBITDA有利子負債倍率が10倍以内であること
「証明書等」欄には、添付する書類（貸借対照表や損益計算書）
の名称等を記載してください。

７

以下の項目は、中小企業信用保険法の特例による
金融支援措置（事業承継等に必要な資金に関して
経営者の個人保証を不要とする措置）を希望する
場合にのみ記載してください。

【EBITDA有利子負債倍率の計算について】

EBITDA有利子負債倍率 ＝ （借入金・社債－現預金）÷（営業利益＋減価償却費（※））
（添付する証明書等の単位により計算してください。）

（留意点）
 （２）及び（３）は、決算書の表面財務によります。

 借入金は、貸借対照表の「短期借入金」、「長期借入金」、「社債」の合計額とします。

 代表者、役員(その家族等を含む)、関連会社等からの借入金(無利子も含む)も借入金に含まれます。

 ※「営業利益＋減価償却費＞０」となる必要があります。

（「営業利益＋減価償却費≦０」の場合は算出された数値にかかわらず本支援措置の対象となりません。）

 減価償却費には、ソフトウェアの償却や長期前払費用償却等、無形固定資産の償却費も含みます。

 営業外費用や特別損失に計上されている減価償却費は含めません。

 決算期の変更により、申請日直前の決算が期間１年未満である場合であっても、同１年未満の決算書
を用いてEBITDA有利子負債倍率を算出してください。



（２）申請様式の記載方法

＜８ 経営力向上設備等の種類＞
 税制措置を活用する場合、この欄に

記載します。
 「取得年月」欄には、設備取得予定

年月を記載して下さい。
 「利用を想定している支援措置」欄

には、想定している措置（国税A類
型、国税B類型、国税C類型）に○
を付けて下さい。

 「所在地」欄には、当該設備の設置
予定地（都道府県名・市区町村名）
を記載して下さい。

※ 同じ型式の設備を複数取得する場合
でも、「取得年月」や「所在地」が
異なる場合には、列を分けて記載し
て下さい。

 電気を発電するための設備を取得し
ようとする場合は、当該設備の利用
見込みに係る報告書の添付が必要で
す。詳しくは「２．手続き方法 ②
経営力向上計画の申請」を確認して
下さい（発電設備等の導入を予定し
ていない経営力向上計画については、
当該報告書の添付は不要です）。な
お、発電した電気の販売を行う期間
中の発電量のうち、販売を行うこと
が見込まれる電気の量が占める割合
が２分の１を超える発電設備等につ
いては、本税制措置の適用を受けら
れません。

２．手続き方法 ①経営力向上計画の策定

 各番号の設備の情報を続けて記載して下さい。
 「設備等の種類」欄には、各設備の減価償却資産の種類を記載

して下さい。
 「証明書等の文書番号等」欄には、添付する①工業会等の証明

書の整理番号や、②経済産業局の確認書の文書番号を記載して
下さい。

 「設備等の種類別小計」欄には、各設備等の種類毎に数量、金
額の小計を記載して下さい。なお、金額について消費税の額を
含めるかどうかは自社の経理方式に合わせてください。
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（２）申請様式の記載方法 ＜９ 特定許認可等に基づく被承継等
中小企業者等の地位＞
 事業承継等を行う場合であって、か

つ、特定許認可等の承継を希望する
場合に記載してください。なお、許
認可承継の特例を利用する場合には、
対象となる許認可の所管行政庁の申
請窓口へ、事前にご相談くださいま
すようお願い致します（別途書類の
提出が求められたり、許認可関連の
審査に日数が必要になる場合があり
ます。）。

＜１０ 事業承継等により、譲受け又
は取得する不動産の内容＞
 事業承継等により取得する不動産に

ついて、所有権移転登記の登録免許
税の軽減措置の適用を希望する不動
産について記載してください。

 「実施事項」欄には、「６ 経営力
向上の内容」の実施事項ごとの記号
を記載してください。

 当該不動産の登記簿に記載されてい
る情報を記載してください。

２．手続き方法 ①経営力向上計画の策定
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＜１１ 事業又は資産の譲受けにより、
譲受け又は取得を予定している不動産
の内容＞
 事業譲渡により取得する不動産で

あって、不動産取得税の軽減措置の
適用を希望する不動産について記載
してください。なお、不動産取得税
の軽減措置を利用する場合は、当該
不動産の所在する都道府県庁を経由
して申請を行ってください。

 「実施事項」欄には、「６ 経営力
向上の内容」の実施事項ごとの記号
を記載してください。

 当該不動産の登記簿に記載されてい
る情報を記載してください。

以下の項目は、事業譲渡に伴う不動産取得税の軽減
措置を希望する場合に使用する様式2にのみ記載欄
があります。該当する場合にのみ記載してください。
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